
報告第８号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 別紙専第９号は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第

１項の規定に該当し専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し承認を求める。 

 

 

   令和８年 ５月１９日 提出  大町市長  牛 越  徹 

 

   令和８年 ５月  日 承認 



 



専第９号 

令和７年度大町市水道事業会計補正予算（第５号） 

（総則） 

第１条 令和７年度大町市水道事業会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところ 

による。 

（収益的収入の補正） 

第２条 令和７年度大町市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め

た収益的収入の予定額を次のとおり補正する。 

収 入 

（科  目）  （既決予定額） （補正予定額）  （合  計） 

第１款 水道事業収益 569,449千円  266千円  569,715千円 

第１項 営業収益   464,936千円  266千円 465,202千円 

（資本的収入の補正） 

第３条 予算第４条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

１８０，２３１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 

１０，１７１千円、当年度分損益勘定留保資金１４６，１８９千円及び減債積立金  

２３，８７１千円で補塡するものとする。」と改め、資本的収入の予定額を次のと

おり補正する。 

収 入 

（科  目）  （既決予定額） （補正予定額）  （合  計） 

第１款 資本的収入  98,001千円  △1,106千円  96,895千円 

第４項 負担金    3,000千円  △1,106千円   1,894千円 

令和８年 ３月３１日 専決  大町市長 牛 越 徹 

徹 

（企業会計　水道事業）
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（収益的収入） (単位：千円)

金額 内　訳

1 569,449 266 569,715

1 営業収益 464,936 266 465,202

3 その他営 40,905 266 41,171 4 他会計負 266

業収益 担金

（資本的収入） (単位：千円)

金額 内　訳

1 98,001 △1,106 96,895

4 負担金 3,000 △1,106 1,894

1 他会計負 3,000 △1,106 1,894 1 一般会計 △1,106

担金 負担金

補正
予定額

合 計

令和７年度　大町市水道事業会計補正予算実施計画（第５号）
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（企業会計　水道事業）


